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(57)【要約】
【課題】小型で試薬搭載数が多く、処理能力の高い自動
分析装置を提供する。
【解決手段】分析に使用する試薬を設置し、所定位置に
搬送する試薬駆動ディスクと、固定ディスクとを有し、
固定ディスクには、一時的に試薬を待機させる試薬待機
位置と、磁性粒子攪拌を行うための磁性粒子攪拌位置を
備える。また、試薬待機位置の一部が、ローディングシ
ステムで構成される。試薬が試薬駆動ディスクと固定デ
ィスクの間を移動する試薬移動機構で構成し、分析依頼
状況に応じて試薬位置を移動する。また、固定ディスク
の一部をオペレーション中に試薬を搭載することができ
るローディングシステムを設けることにより、試薬駆動
ディスクの動作状況に関わらず、試薬の交換が可能であ
り且つ保冷機能を有することが可能になる。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　試薬容器を複数個載置可能で、かつ目的位置へ該試薬容器を搬送する試薬容器搬送機構
と、
　該試薬容器搬送機構に隣接し、該試薬容器搬送機構に対し試薬容器を供給可能な試薬容
器載置機構と、
　該試薬容器載置機構から前記試薬搬送機構に試薬を移動させる試薬移動機構と、
を備えたことを特徴とする自動分析装置。
【請求項２】
　請求項１記載の自動分析装置において、
　前記試薬容器搬送機構は、円周上に試薬容器を並べて配置可能な試薬ディスク機構であ
ることを特徴とする自動分析装置。
【請求項３】
　請求項２記載の自動分析装置において、
　前記試薬容器載置機構は、前記試薬ディスク機構と同心円状に配置されていることを特
徴とする自動分析装置。
【請求項４】
　請求項３記載の自動分析装置において、
　前記試薬容器搬送機構と前記試薬容器載置機構は同一の試薬保冷ユニットの筺体内に配
置されていることを特徴とする自動分析装置。
【請求項５】
　請求項４記載の自動分析装置において、
　前記試薬容器載置機構は、該試薬容器載置機構に載置されている試薬容器内の試薬を攪
拌する試薬攪拌機構を備えたことを特徴とする自動分析装置。
【請求項６】
　請求項５記載の自動分析装置において、
　前記試薬攪拌機構は、前記試薬ディスク機構の動作と独立して攪拌動作が可能であるこ
とを特徴とする自動分析装置。
【請求項７】
　請求項５記載の自動分析装置において、
　前記試薬攪拌機構は、前記試薬ディスク上の試薬容器から試薬を吸引する試薬分注位置
と隣り合い、かつ試薬分注位置から試薬を吸引するための試薬分注機構のノズルの移動軌
道上に設けられていることを特徴とする自動分析装置。
【請求項８】
　請求項３記載の自動分析装置において、
　前記試薬移動機構は、前記試薬ディスクと同じ中心を軸に回転移動する機構を備え、試
薬容器を把持する把持部が該試薬ディスクの半径方向に移動する機構を備えたことを特徴
とする自動分析装置。
【請求項９】
　請求項４記載の自動分析装置において、
　前記試薬容器載置機構は、その一部が上方に移動し、載置した試薬を試薬保冷ユニット
の筺体外に取り出す試薬容器取り出し機構を備えたことを特徴とする自動分析装置。
【請求項１０】
　請求項９記載の自動分析装置において、
　前記試薬容器取り出し機構は、
　試薬交換が可能であることを知らせる手段，新たに投入した試薬容器が正しく挿入され
たことを知らせる手段，試薬容器に備えられた試薬情報を読み込む手段の、少なくともい
ずれかを備えたこと特徴とする自動分析装置。
【請求項１１】
　請求項９記載の自動分析装置において、
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　交換が必要である試薬容器を廃棄する廃棄部が設けられ、該廃棄部へ廃棄する試薬容器
を搬送する廃棄試薬容器搬送機構を備えたことを特徴とする自動分析装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、血液，尿等の生体サンプルの定性・定量分析を行う自動分析装置に係り、特
に分析に用いる試薬容器を保持する試薬容器保持機構と、該試薬容器保持機構に試薬容器
を供給する試薬容器供給機構を備えた自動分析装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　血液等の生体試料を自動的に分析し、結果を出力する自動分析装置は、患者数の多い大
病院や中小病院，医院から請け負って、検査を行う検査センターなどにおいて効率良く分
析を行うためになくてはならない装置になっている。そのような自動分析装置は、コンパ
クトでより多種類の分析ができ、かつ処理速度の高いものが望まれている。
【０００３】
　そのような自動分析装置では、分析中に装置に設置した試薬が不足した場合に、分析を
停止して対応するのでは効率が悪いため、試薬不足が発生しそうな場合はその旨をオペレ
ータに警告することで分析中に試薬交換のために装置を停止させなくてはならない事態を
避けている。
【０００４】
　更に進んで、特許文献１には、第１と第２の２つの試薬容器保管手段を設け、第１の試
薬保管手段に保管されている試薬が不足した場合は、第２の試薬容器保管手段から自動的
に試薬容器を供給することで、分析中に試薬不足が発生することを防止する技術が記載さ
れている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第４０３３０６０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１の技術によれば、第２の試薬容器保管手段には複数の試薬容器を保管するこ
とができるが、第２の試薬容器保管手段から第１の試薬容器保管手段に対しては、１度に
１つの試薬容器しか搬送できない。また、第２の試薬容器保管手段に複数の試薬容器を長
時間保持するためには、保冷手段を設ける必要があり、装置が大型化する懸念がある。
【０００７】
　本発明の目的は、分析中の試薬の自動交換を可能とした上で、特許文献１に記載された
ような別の試薬保冷手段などを設ける必要が無い自動分析装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するための本発明の構成は以下の通りである。
【０００９】
　試薬容器を複数個載置可能で、かつ目的位置へ該試薬容器を搬送する試薬容器搬送機構
と、該試薬容器搬送機構に隣接し、該試薬容器搬送機構に対し試薬容器を供給可能な試薬
容器載置機構と、該試薬容器載置機構から前記試薬搬送機構に試薬を移動させる試薬移動
機構と、を備えた自動分析装置。
【００１０】
　より好ましい実施態様は以下の通りである。
【００１１】
　試薬の分注や撹拌，試薬容器の蓋の開閉などを行うための位置へ移動する試薬駆動ディ
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スクのみ設けられていたが、この試薬駆動ディスクに隣接する場所にモータなどの駆動系
を持たない固定ディスクを新たに設ける。また、固定ディスクに隣接する位置に磁性粒子
撹拌機構を設ける。このことによって、固定ディスクは、一時的に使用しない試薬容器を
待機させることにより、試薬駆動ディスクの小型化を実現させることができる。また、固
定ディスクに隣接する位置に磁性粒子撹拌機構を設けることによって、磁性粒子撹拌を固
定ディスクで行うことができるため、撹拌時間を十分確保させ、泡立ちなどの不具合を発
生させることなく、且つ均一に撹拌させることが可能となる。さらには、試薬分注を駆動
ディスク上の試薬容器だけでなく、固定ディスク上でも行うことができ、固定ディスク上
で磁性粒子撹拌を行っている試薬容器に対し、他の試薬を分注することができる。
【００１２】
　また、試薬容器が試薬駆動ディスクと固定ディスクの間を移動できるように試薬移動機
構を設け、分析状況に応じて、試薬駆動ディスクと固定ディスクの間を移動させることが
できる。
【００１３】
　さらに、試薬待機ディスクの一部にローディングシステムを設けることにより、試薬搬
送ディスクが動作していても試薬交換が可能となるので、スループットを低下させること
なく試薬の交換が可能になるだけでなく、ローディングシステムの冷却機能が備わり、さ
らに試薬ディスクの一部に備えられるため、装置の他の箇所に新たなスペースを設けるこ
となくローディングシステムを設けることができ、その結果、試薬ディスクの小型化だけ
でなく、装置の小型化も図ることができる。
【発明の効果】
【００１４】
（１）待機中の試薬を含めた多くの試薬を設置することが可能となる。
（２）試薬交換回数を低減させることが可能となる。
（３）試薬ディスクの小型化を図ることが可能である。
（４）スループットを低下させることなく、試薬を交換することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の試薬ディスクを備える自動分析装置の全体構成図を示す。
【図２】試薬ディスクの斜視図を示す。
【図３－１】試薬ディスクで、特に蓋が外れた状態の斜視図を示す。
【図３－２】試薬ディスクで、特に蓋が外れた状態の上面図を示す。
【図３－３】試薬ディスクで、特に図３－２の斜視図を示す。
【図４】ローディングシステムの概略図を示す。
【図５】試薬移動機構の概略図を示す。
【図５－１】試薬移動機構の概略図を示す。
【図６】試薬容器の移動フロー図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明の実施例について、以下に図面を用いて詳細に説明する。図１は本発明の試薬デ
ィスクを備える自動分析装置の構成図の一例である。
【００１７】
　自動分析装置１０１において、サンプル搬送ライン１１４はサンプル１０４をサンプル
分注機構１１５近傍のサンプル分注位置まで搬送する。
【００１８】
　サンプル分注チップ・反応容器搬送機構１０６は、反応容器廃棄孔１０２，サンプル分
注チップバッファ１０３，反応液攪拌機構１０５，サンプル分注チップ・反応容器１０７
，インキュベータディスク１０８の一部、の上部の範囲内をＸ，Ｙ，Ｚ軸の３軸方向に移
動可能であり、サンプル分注チップ・反応容器１０７から反応容器をインキュベータディ
スク１０８へ、サンプル分注チップをサンプル分注チップバッファ１０３へ移動させる。
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サンプル分注機構１１５はサンプル分注チップが設置されたサンプル分注チップバッファ
１０３上部に移動して、サンプル分注チップを装着し、サンプル上部に移動してサンプル
を吸引し、インキュベータディスク１０８の反応容器上部に移動し、サンプルを吐出し、
サンプル分注チップ・反応容器廃棄孔上部に移動して、サンプル分注チップを廃棄する。
【００１９】
　インキュベータディスク１０８は複数の反応容器を保持可能であり、回転運動によって
これら反応容器を円周上の所定の位置へ移動させる。
【００２０】
　試薬ディスク１１１は磁性粒子溶液を含む複数の試薬容器から構成される試薬を保持可
能であり、回転運動によってこれら反応容器を円周上の所定の位置へ移動させる。
【００２１】
　試薬分注機構１０９は試薬ディスク１１１における所定の試薬上部に移動し、所定量の
試薬を吸引し、インキュベータディスクにおける所定の反応容器上部に移動し、試薬を反
応容器内に吐出する。
【００２２】
　磁性粒子攪拌アーム１１６は、試薬ディスク１１１に設置され、攪拌が必要とされる磁
性粒子溶液を含む試薬容器上部に移動し、磁性粒子攪拌アーム１１６に備えられる磁性粒
子攪拌子を下降，回転させ、磁性粒子溶液を攪拌する。磁性粒子攪拌アーム１１６は、磁
性粒子溶液内の自然沈降を解消するため、分注直前に攪拌する。攪拌後、磁性粒子攪拌ア
ーム１１６は、洗浄液を備える洗浄槽の上部へ移動し、磁性粒子攪拌子を下降，回転させ
て、攪拌子に付着する磁性粒子を洗浄除去する。
【００２３】
　反応液吸引ノズル１１２はサンプル及び所定の試薬が分注され、所定の反応時間を経た
反応容器中の反応溶液を吸引し、検出部１１３に送液する。検出部１１３は反応溶液を分
析する。サンプル分注チップ・反応容器搬送機構１０６は分析後の反応容器をサンプル分
注チップ・反応容器廃棄孔上部に移動して、サンプル分注チップを廃棄する。
【００２４】
　また、これらの動作は、ホストコンピュータ（図示せず）にて制御されている。
【００２５】
　以上の動作を複合及び反復することにより複数サンプルに対する複数項目の分析が効率
的に実施される。
【００２６】
　図２は、本発明による試薬ディスク１１１の外観図である。試薬ディスク１１１は、試
薬１１０を一定温度に制御するため、断熱機能を有する蓋２０１とジャケット２０２を備
える。
【００２７】
　図３－１は、試薬ディスク１１１で、蓋２０１を外した状態の外観図である。試薬ディ
スク１１１は、目的位置へ搬送するための試薬駆動ディスク３０１，試薬駆動ディスク３
０１を駆動するための試薬駆動ディスク駆動部３０２，試薬１１０を一時的に待機させる
ための固定ディスク３０３，分析中でも試薬１１０を搭載することが可能であるローディ
ングシステム３０４，試薬１１０を試薬駆動ディスク３０１から固定ディスク３０３また
はローディングシステム３０４へ移動させる試薬移動機構３０５，分析時間や項目等の試
薬に関する情報を読み取るための試薬情報読取装置３０６，試薬１１０の間を仕切る仕切
り板３０７で構成されている。
【００２８】
　図３－２は、図３－１の上面図である。固定ディスク３０３は、試薬待機位置３０８と
、試薬攪拌位置３０９を備える。また、試薬駆動ディスク３０１の起動上に、試薬分注位
置３１０が存在する。試薬攪拌位置３０９は、試薬分注位置３１０と隣り合う位置に存在
し、且つ試薬分注機構の軌道上に存在している。
【００２９】
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　図３－３は、図３－２の斜視図である。試薬攪拌位置３０９にて、磁性粒子攪拌アーム
１１６によって、磁性粒子攪拌を行っている間、試薬分注ピペッタ１０９によって、他の
試薬を分注することが可能である。これにより、磁性粒子攪拌時間を確保することができ
るだけでなく、分注と攪拌が同時を行うことができるため、スループットを低下させるこ
となく、同一項目を分析することが可能になる。また、図３－３では、試薬分注位置３１
０と試薬攪拌位置３０９が直線状に並び、試薬分注機構の動作軌跡と同じ位置にあるが、
試薬分注機構の動作軌跡が円周上である場合も、同様に考えることができる。
【００３０】
　試薬攪拌時における試薬容器の移動の流れは、以下の通りとなる。
【００３１】
　ホストコンピュータから、攪拌が必要となる試薬容器の位置を検出する。当該試薬容器
が試薬駆動ディスク上に存在している場合は、動作サイクル時間内に試薬攪拌位置に隣接
する位置まで移動し、試薬移動機構によって、固定ディスク内の試薬攪拌位置に移動した
後、磁性粒子攪拌アームにて、攪拌動作を行う。
【００３２】
　もし、当該試薬容器が試薬待機位置に存在する場合には、試薬駆動ディスクの空き状況
を確認する。試薬駆動ディスクに空きポジションが存在する場合には、当該試薬容器が存
在する試薬待機位置に隣接する位置まで、試薬駆動ディスクが移動し、試薬移動機構によ
って試薬駆動ディスクに移動した後、上記の通り、試薬攪拌位置まで移動される。また、
試薬駆動ディスクに空きポジションが存在しない場合には、ホストコンピュータにより、
試薬駆動ディスクに設置されている試薬容器の中で、分析依頼の頻度が少ない、もしくは
測定依頼が入っていない等の条件から、試薬待機位置へ一時的に移動可能な試薬を検索し
、その試薬を試薬待機位置に移動した後、攪拌に必要な試薬容器を試薬駆動ディスクへ移
動し、試薬攪拌位置へ移動する。
【００３３】
　図４は、ローディングシステム２０５の概略図である。本ローディングシステムは、内
周部にある固定ディスクの一部を当該システムとし、上下方向に稼動するシステムである
。例えば、外周部が固定ディスクである場合には、ローディングシステムを上下または前
後への引出方法が考えられる。また、固定ディスクの一部がローディングシステムとなっ
ているため、本ローディングシステムは、５個交換可能な形状になっているため、複数個
の交換が可能な形状が考えられ、また１個のみの場合も考えられる。ローディングシステ
ム２０５は、試薬１１７が設置される設置部４０１，上下に稼動させることができる試薬
稼動部４０２，交換可否を示すインジケータ４０３，ローディングシステムのロック機構
４０４，ロック機構がローディングシステムのロックを解除したことを知らせる表示ラン
プ４０５を備える。ロックが解除され、試薬の交換可否の情報を伝える手段として、この
他には、ロック機構が解除された場合、ローディングシステムが飛び出す機構を設ける方
法等が考えられる。また、本ローディングシステムは、稼動部に設けられた把持部を用い
て手動により開けるが、例えば稼動部に駆動機構を備えることによって自動で試薬交換位
置まで移動させる、等の方法が考えられる。
【００３４】
　以下に、オペレータによる試薬追加の一連の作業例を示す。
【００３５】
　まず、新規試薬投入時の一連の流れを以下に示す。オペレータは、ホストコンピュータ
から試薬追加／交換依頼を選択する。ホストコンピュータは、装置の稼動状況を判断し、
交換可能になったらロック機構によってローディングシステムのロックを解除し、表示ラ
ンプで交換可能であることを伝える。オペレータは、ホストコンピュータ及び表示ランプ
からの情報により交換可能であることを判断する。オペレータは、試薬交換可能であるこ
とを確認した後、ローディングシステムを開け、空きポジションに試薬を投入した後、ロ
ーディングシステムを閉じる。オペレータが試薬容器を搭載した後、ローディングシステ
ムを閉じ、センサなどによってローディングシステムが正しく閉じられたことを確認する
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。
【００３６】
　次に、試薬交換時の一連の流れを以下に示す。オペレータは、試薬追加動作のときと同
じように、ホストコンピュータから試薬追加／交換依頼を選択すると、装置の状況を判断
し、ローディングシステムのロック機構がロックを解除し、交換可能となる。ローディン
グシステムは、固定ディスクとしても使用されるため、交換時には全て試薬が搭載されて
いる場合がある。そのときには、インジケータによって交換可能かどうか判断できるよう
表示される（例えば、赤と緑の光を備え、赤が点灯しているときは、交換不可、緑の場合
は、交換可能）。または、交換不可の試薬容器は、取り出しができないようロック機構を
設けることで、試薬容器が抜けないようにする方法もある。試薬を交換し、オペレータは
ローディングシステムを正しく閉じ、ホストコンピュータによってローディングシステム
が正しく閉じられたことを確認し、終了となる。
【００３７】
　図５は、試薬移動機構２０６の概略図である。試薬移動機構２０６は、試薬を移動させ
るアーム機構５０１と、アーム機構５０１を回転させる駆動部５０２で構成される。また
、図５－１は、アーム機構５０１の概略図である。アーム機構５０１は、試薬移動に用い
るアーム５０３と、アームを前後に動かすアーム前後駆動部５０４と、アームを回転させ
るアーム回転駆動部５０５で構成される。試薬移動機構は、試薬容器をローディングシス
テムから試薬駆動ディスクの間と、試薬駆動ディスクから固定ディスクの間の移動を行う
。試薬容器の移動方法について、例として試薬駆動ディスクから固定ディスクへの移動を
例に説明する。まず、移動させたい試薬容器が試薬駆動ディスクによって、収納する固定
ディスクと同じ半径方向の位置へ移動する。移動後、アーム機構が試薬容器の移動が可能
な位置まで回転する。その後、アーム前後駆動部とアーム回転駆動部により、試薬容器を
把持し、アーム前後駆動部により把持した試薬容器を試薬駆動ディスクから固定ディスク
へ移動し、アーム回転駆動部とアーム前後駆動部により把持位置から離れ、移動終了とな
る。試薬容器の把持方法としては、モータなどのアクチュエータによって、試薬容器の両
端を掴むこと方法もある。また、試薬容器を移動させる際、前記アクチュエータによって
把持する方法や、アームを試薬容器に当てることによって移動させる方法などが考えられ
る。
【００３８】
　図６は、本発明の試薬ディスクにおいて、分析中における試薬の移動フローを示す。オ
ペレータから分析依頼処理６０１があった場合、試薬駆動ディスクに、分析に使用する試
薬があるか否かの確認処理６０２を行う。分析に使用する試薬が、すでに搭載されていれ
ば、試薬移動未実施処理６０３を行い、そのまま分析可能処理６０９を行う。もし、試薬
駆動ディスクに試薬が搭載されていない場合、固定ディスクから試薬駆動ディスクへ移動
する。この際、試薬駆動ディスクに空きポジションがあるか否かの確認処理６０４を行い
、空きポジションがあれば、試薬移動機構による試薬の固定ディスクから試薬駆動ディス
クへの移動処理６０５を行う。もし、空きポジションがなければ、試薬待機ポジションへ
の移動が可能な試薬を、試薬駆動ディスクによる試薬待機ポジションへの移動処理６０７
を行う。また、固定ディスクの空きポジションがあるか否かの確認処理６０６を行い、空
きポジションがなければ、試薬駆動ディスクによるローディングシステムへの移動処理６
０８を行う。試薬移動後、分析に必要な試薬を試薬移動機構による試薬駆動ディスクへの
移動処理６０５を行い、分析可能処理６０９をホストコンピュータに登録される。
【００３９】
　以下に、試薬ディスクの設置フローは、大きく分けて、（１）試薬投入後から分析開始
前，（２）試薬不足及び期限切れによる試薬交換の２つに分かれる。
【００４０】
　（１）試薬投入後から分析開始前の動作フローを以下に示す。試薬投入後から、分析開
始前までについての例を記述する。試薬は、ローディングシステムから試薬が投入され、
ホストコンピュータはローディングシステムが正しく閉じられたことを確認すると、ロッ
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ク機構によりロックされ、ディスクに備えられた試薬情報読取装置にて搭載された試薬の
試薬情報を読み取る。試薬容器には、測定項目等の情報が書かれた識別子が貼り付けられ
ており、識別子は、バーコードやＲＦＩＤなどがある。試薬読取が実施され、正しく読み
取られると、試薬情報が登録され、試薬移動機構によって試薬駆動ディスクに移動される
。ホストコンピュータは、移動された試薬が試薬駆動ディスクのどの位置に試薬が投入さ
れたか認識し、当該情報を登録する。移動後、キャリブレーション等分析に必要な処理が
行われたのち、当該試薬は、使用可能となり、分析に使用できる試薬として、ホストコン
ピュータが登録を行う。
【００４１】
　（２）試薬不足及び期限切れによる試薬交換の動作フローの例を以下に示す。ホストコ
ンピュータは、試薬の液量を測定し、またローディングシステムで登録された試薬情報の
中には、使用期限が入っており、ホストコンピュータにより試薬の使用可否を判断する処
理を行っている。仮に、前記に示した状況が発生した場合、ホストコンピュータは、オペ
レータに対してアラームを発生し、交換が必要であることを知らせると同時に、当該試薬
容器は、試薬駆動ディスクからローディングシステムへ移動し、試薬移動機構によりロー
ディングシステムへ搬送される。このとき、ホストコンピュータは、ローディングシステ
ムの試薬搭載情報を確認する。今、ローディングシステムが複数試薬を搭載可能であり、
１箇所空きポジションがあれば、試薬容器は当該位置に移動される。また、ローディング
システムに空きポジションがなければ、固定ディスクに移動し、ローディングポジション
に空きポジションが生じるまで待機する。その後、ローディングポジションに空きポジシ
ョンができれば、試薬容器は試薬駆動ディスクと試薬移動機構によりローディングポジシ
ョンに移動される。試薬容器移動後、ホストコンピュータは、オペレータに対して交換可
能であることを知らせる。
【符号の説明】
【００４２】
１０１　自動分析装置
１０２　サンプル分注チップ・反応容器廃棄孔
１０３　サンプル分注チップバッファ
１０４　サンプル
１０５　反応液攪拌機構
１０６　サンプル分注チップ・反応容器搬送機構
１０７　サンプル分注チップ・反応容器
１０８　インキュベータディスク
１０９　試薬分注ピペッタ
１１０　試薬
１１１　試薬ディスク
１１２　反応液吸引ノズル
１１３　検出部
１１４　サンプル搬送ライン
１１５　サンプル分注ピペッタ
１１６　磁性粒子攪拌アーム
２０１　蓋
２０２　ジャケット
３０１　試薬駆動ディスク
３０２　試薬駆動ディスク駆動部
３０３　固定ディスク
３０４　ローディングシステム
３０５　試薬移動機構
３０６　試薬情報読取装置
３０７　仕切り板
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３０８　試薬待機位置
３０９　試薬攪拌位置
３１０　試薬分注位置
４０１　試薬設置部
４０２　試薬稼動部
４０３　インジケータ
４０４　ローディングシステムのロック機構
４０５　表示ランプ
５０１　アーム機構
５０２　駆動部
５０３　アーム
５０４　アーム前後駆動部
５０５　アーム回転駆動部
６０１　分析依頼処理
６０２　試薬駆動ディスクに分析に使用する試薬があるか否かの確認処理
６０３　試薬移動未実施処理
６０４　試薬駆動ディスクに空きポジションがあるか否かの確認処理
６０５　試薬移動機構による試薬の固定ディスクから試薬駆動ディスクへの移動処理
６０６　固定ディスクの空きポジションがあるか否かの確認処理
６０７　試薬駆動ディスクによる試薬待機ポジションへの移動処理
６０８　試薬駆動ディスクによるローディングシステムへの移動処理
６０９　分析可能処理

【図１】 【図２】

【図３－１】
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【図５－１】 【図６】
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